
令和５年度 神奈川県立相模原高等学校 不祥事ゼロプログラム検証結果 
検証結果 ○…達成できた  △…一部達成できた  ×…達成できていない 

取組課題  目標  行動計画  評価 

法令遵守意識

の向上（法令

の遵守、服務

規律の徹底）

【必須事項】 

教育の専門家としての自覚、

意識を高めるとともに、服務

に係る諸規定等についての周

知・徹底を図り、公務外非行

の発生件数はゼロを目標とす

る。 

ⅰ 神奈川県職員行動指針について、定期的に確認を促す。  〇 

ⅱ 朝の打合せや事故不祥事防止研修等で不祥事にかかわる

通知や記者発表等の情報を活用し、具体的な事例を通して

日常的にルール遵守の徹底を図る。 

〇 

ⅲ 新採用職員等に対し個別相談を随時実施する。 〇 

職場のハラス

メント（パワ

ハラ、セクハ

ラ、マタハラ

等 ） の 防 止

【必須事項】 

ハラスメント行為について、

職員が認識を共有し、不祥事

を未然に防止する。職場内で

のハラスメント行為の発生件

数はゼロを目標とする。 

ⅰ ハラスメント行為の防止を目的とした啓発資料等をもと

に事故不祥事防止研修において研修を実施し、ハラスメン

トに対する意識啓発を行う。 

〇 

ⅱ 自由に発言できる職場環境を整備して、不適切な言動に

対して、職員間相互で注意できるようにする。 

〇 

生徒に対する

わいせつ・セ

クハラ行為の

防止 

【必須事項】 

職員一人ひとりが生徒の人権

を意識し、生徒の人権を守る

ための取組を通して、わいせ

つ・セクハラ行為を未然に防

止する。生徒へのセクハラ、

スクールセクハラ及びわいせ

つ行為の発生件数はゼロを目

標とする。 

ⅰ 生徒の連絡先の適正な取得・管理方法、生徒とのＳＮＳ

使用の禁止、私物端末での生徒撮影の禁止等について、引

き続きルール遵守を徹底する。 

〇 

ⅱ 事故不祥事防止研修において、生徒指導、部活動等では

必ず複数人で対応することなどを全教職員に伝える。 

〇 

ⅲ 教育実習オリエンテーションにおいて、教育実習生に対

して管理職が研修を実施する。 

〇 

体罰、不適切

な指導の防止 

【 必 須 事 項

（県立学校）】 

体罰、不適切な指導について

職員が認識を共有し、不祥事

を未然に防止する。体罰・不

適切指導を行っている教職員

はゼロを目標とする。 

ⅰ 部活動安全点検等を通じて、体罰・不適切指導について

生徒アンケートを実施し、その結果をもとに話し合いを行

い、事故不祥事防止研修において職員間で共有する。 

〇 

ⅱ 校内相談窓口について生徒へ周知し、生徒が相談しやす

い環境づくりを進める。 

〇 

入学者選抜、

成績処理及び

進路関係書類

の作成及び取

扱いに係る事

故防止 

【 必 須 事 項

（県立学校）】 

マニュアルに基づき点検体制

を再確認し、確実に業務を行

い、事故を未然に防止する。

特に制度が変更される入学者

選抜に関するマニュアルを点

検・整備し、所属職員全員に

周知・徹底する。事務処理に

かかる事故はゼロを目標とす

る。 

ⅰ 事務処理に誤りがないよう、作業手順等を確認し、相互

チェックを徹底する。 

〇 

ⅱ 事故不祥事防止研修において、職員啓発資料等をもとに

成績処理の事故防止について研修を行い、全職員に周知す

る。 

〇 

ⅲ ７月中に調査書作成委員会を開催し、調査書作成・点検

のマニュアルを徹底する。 

〇 

ⅳ 作業の流れをよく確認しながら入学者選抜に関するマニ

ュアル慎重に作成し、事故を起こさない体制を構築する。 

〇 

個人情報等の

管理、情報セ

キュリティ対

策（パスワー

ドの設定、誤

廃棄防止） 

個人情報の取扱いには細心の

注意を払い、流出や紛失を防

止する。事故発生件数はゼロ

を目標とする。 

ⅰ  ICT活用ワーキンググループを中心に、共有フォルダの

整理を進め、個人情報の管理及び情報セキュリティ対策を

徹底する。 

△ 

ⅱ 定期試験前後にシュレッダー使用制限期間を設け、誤廃

棄の事故を防止する。 

〇 

交 通 事 故 防

止、酒酔い・

酒気帯び運転

防止、交通法

規の遵守 

教育公務員としての自覚を持

ち、交通法規遵守の徹底、酒

酔い・酒気帯び運転の根絶を

図る。交通事故・交通違反は

ゼロを目標とする。 

ⅰ 事故不祥事防止研修会を実施し、職員啓発資料等を活用

して事故・違反に対する意識を高める。 

〇 

ⅱ 特に飲酒運転及び二日酔い運転を、絶対にしない・させ

ないことを徹底するため、12月に注意喚起の呼びかけを行

う。 

〇 

業務執行体制

の確保等（情

情報の共有化を図るととも

に、業務執行に係る共通理

ⅰ 業務執行体制に係るヒヤリハット事例等を活用し、 職員

の意識の向上を図る。 

〇 



報共有、相互

チ ェ ッ ク 体

制、業務協力

体制） 

解、共通認識を深め、業務執

行体制に係る事故の発生を未

然に防止する。事故発生件数

はゼロを目標とする。 

ⅱ 定型業務についてはマニュアルの進化を図り、事故の未

然防止に努めるとともに、事故・不祥事が生じた場合に

は、速やかに管理職に報告し、適正な対応を図る。 

〇 

ⅲ 業務の執行に当たっては、担当者による起案と複数での

チェックを徹底する。 

〇 

会計事務等の

適正執行 

適切で公正な予算編成と会計

事務等の適正な執行を行い、 

事故の発生を未然に防止す

る。不適切な会計処理はゼロ

を目標とする。 

ⅰ 「私費会計事務処理の手引」に基づく執行方法の周知を

図り、不適切な事務処理を防止する。 

〇 

ⅱ 「財務事務調査」の結果について、私費会計に係る課

題、事故防止策等を協議し、研修会を開催し、改善点等に

ついて協議を行う。 

〇 

ⅲ 事故不祥事防止研修等で不適切な公金の取扱いの具体的

な事例をあげ、事故防止を徹底する。 

〇 

※ その他、「教育委員会リスク一覧」に示された「各所属のリスク対応策」のうち、神奈川県立相模原高等学校の業務に該当する項目について、

必ず実施する。 

 

令和５年度不祥事ゼロプログラムの達成状況及び令和６年度に取り組むべき課題（学校長意見）  

○ 不祥事防止会議を定期的に開催し、不祥事防止研修の内容を検討し、効果的な研修となるように努めた。

様々な機会に不祥事防止に係る注意喚起を行い職員の意識の啓発に努めた  

○ 不祥事防止研修では管理職だけでなく、総括教諭・教諭も研修講師を務めるなど、不祥事防止への取組を組

織的に行い、当事者意識を持たせながら、不祥事防止ゼロプログラムに取り組んできた。  

○ 入学者選抜において、令和６年度はオンラインによる出願になるなど募集方法が大きく変更となった。今年

度の業務を検証してマニュアルを改善し、来年度入学者選抜でも事故がないように業務を遂行していく。 

○ 教員と生徒との適切な距離感を保つことや、生徒や保護者への言動については、常に人権意識を念頭に置く

よう引き続き職員への意識啓発及び指導を推進していく。  

○ 本校から不祥事は決して出さないという強い決意で、今後も粘り強く取り組んでいく。  


